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衣料品に添付されている「品質表示」の調査

福岡教育大教育　　福潭　素子

目的　1982年繊維製品に関する品質表示規程、1968年日本工業規格により「取り扱い絵表

示」が定められ、1976年には衣料品への付記が義務ずけられた。その後大幅な改正はなく

今日に至っている。一方最近の繊維の改良、改質加工の技術進歩はめざましく、差別化素

材の開発、異種繊維の混紡、ポリエステル繊維による「新合繊」の登場などがあり、付加

価値を高め、高級で個性のある特殊機能を持った新しい衣料品の開発が活発に行われるよ

うになった。これら多様化していく衣料品に対しても。従来のままの法令が適用され、消

費者は衣服の手入れを「表示」どうりに行って良いのか否か、手探りの状態であると言っ

ても過言ではない。そこで今回は、衣料品に添付されている「表示」がどの程度利用され、

手入れ時に参考にされているか否かを調べ、さらに、各服に添付されている「表示」を調

査し分析することによって、「表示」の現状を把握することを試みた。

方法　どの程度「表示」について理解されているかをアンケート調査し、さらに夏服、合

服、冬服の婦人服を各50枚ずつの上衣・下衣計150枚に関する情報（川iの種類、着る季節、

表・裏の組成表示、洗い方、アイロンの掛け方等）を16項目人力し、分析した。

結果調査した衣服のうち、服種、組成の区別なく、「ドライ可」の表示が77,3%「ドラ

イ不可」が.%、「表示なし」がmであった。また、分析の結果、本来「水洗い」が可

能な綿m%の服50着のうち、セーター・カーディガン・ジャンパー・スカート・スーツは

　「ドライ可」がlOO%であり、ブラウス・シャツは、「ドライ可」21%、「ドライ不可」18%

　「表示なし」mであり、組成別においては「表示」の統一-性が認められなかった。
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　〔目的〕洗剤中の蛍光剤による衣料の変色問題を防止するうえで，衣料の表示を適正化す

ることは，効果的なひとつの手段である。前報の調査結果1)では蛍光剤に対する衣料の注

意表示は1 %未満であった。現状での表示の実態を把握するために衣料調査を行い，蛍光

剤によるトラブル防止対策を考える一助とした。

　〔方法〕市販の衣料について，東武百貨店池袋店にて実態調査を平成４年秋に実施。対象

衣料は家庭で洗濯可能なズボン，ブラウス，シャツなどである。前報の調査結果1)と以前

行った表示に対する消費者の認識度調査2)をもとに，比較検討した。

　〔結果〕①蛍光剤によって影響を受ける衣料中，蛍光剤に対する注意表示をしてあるもの

の比率は，前報での調査"）（1％未満）に比べ増加（４０％）していた。②衣料の種類や

メーカーによっても，表示の実施率や表示内容が異なる。また衣料では，ポロシャツの比

率が高く，ブラウス，ズボンガ続く。③表示内容が適正でないものも見受けられた。

　衣料表示実施率の増加や改善は，蛍光剤による変色問題の防止のうえで重要であると考

えうれる。今後，－業界だけでなくいろいろの立場でのなお一層の努力が必要である。

　　　　　　　　1)日本繊維製品消費科学会年次大会研究発表要旨,P 1（1983)

　　　　　　　　2）日本繊維製品消費科学会年次大会研究発表要旨,P22(198g）
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